
社会福祉法人太子福祉会　　小規模多機能居宅介護　太子の郷 令和元年１０月１日改定

利用者負担説明書

◎　小規模多機能型居宅介護

① 基本利用料

② 加算関係

③ その他の費用（自己負担）

通い（日） 泊まり（日）

朝　食 １食につき ４００円　 ４００円　

昼　食 １食につき ６８０円　 ６８０円　

夕　食 １食につき ６５０円　 ６５０円　

おやつ １日につき ５０円　 ５０円　

居室費 一泊 ―　　 ２，５００円　

日用品費 実費　 実費　

教養娯楽費 実費　 実費　

理容代 カット

おむつ代 尿パット・紙おむつ・紙パンツ

栄養スクリーニング加算 ５円（６月に１回を限度）

２６，９６４円

基本サービス費（月額）

３，４１８円

６，９０８円

１０，３６４円

１５，２３２円

※加算の算定につきましては、職員等の配置により変動を生ずる場合があります。

認知症加算（Ⅰ・Ⅱ）※１

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ ６４０円　　

加算関係（月額）

若年性認知症利用者受入加算 ８００円（要介護）・４5０円（要支援）

総合マネジメント体制強化加算 １，０００円　　

訪問体制強化加算

生活機能向上連携加算（Ⅰ・Ⅱ）

１，０００円　　

看取り介護加算

（死亡日及び死亡日以前３０日以下）

１００円・２００円

３０円（１日につき）　

５００円　　

サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

８００・５００円　　

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロ

３５０円　　

サービス提供体制強化加算（Ⅲ） ３５０円　　

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）
①基本利用料に②加算関係（保険対象）を加えた１ヶ月あた
りの合計金額の１．２％の金額です。

実費

１，５００円

看護職員配置加算（Ⅰ・Ⅱ）※２ ９００・７００円　　

内容

保険対象外

※１，２は要介護１～５の方を対象としております。

生活費

※生活費・理容代・おむつ代は、ご利用があった際に請求させていただきます。

保険対象

介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
①基本利用料に②加算関係（保険対象）を加えた１ヶ月あた
りの合計金額の１０．２％の金額です。

※２割負担の方は①②を２倍、３割負担の方は３倍にして計算してください。　　

６４円　　

（小規模多機能居宅介護費）

区分

要支援１

要支援２

要介護１

要介護２

要介護３

要介護４

要介護５

２２，１５７円

２４，４５４円

初期加算（入居後３０日に限り）


